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― 最近６ヶ年の事例 ―

神戸地方海難審判庁神戸地方海難審判庁
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はじめに

昨今、マリンスポーツの普及はめざましいものがあり、それに

伴って水上オートバイが関連する海難・事故も増加の傾向にあり

ます。

そこで、神戸地方海難審判庁では、平成８年８月から同１４年

６月までの約６年間に審判を行って裁決した水上オートバイ関連

事例１２件について、その原因と再発防止のための留意事項をま

とめてみましたので、関係者の参考になれば幸いです。

なお、各事例の概要は図にしたものを末尾に添付します。
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１ 海難・事故の態様による分類

事例をその態様毎に分類すると次のとおりです。

( ) 水上オートバイ同士の衝突 ……２件（事例８、 ）1 12

( ) モーターボートと水上オートバイが曳航するウェイクボーダーとの衝突2

……１件（事例１）

( ) 水上オートバイと水上オートバイが曳航する浮環との衝突3

……２件（事例２、９）

( ) 水上オートバイが曳航する浮環と遊泳者との衝突4

……１件（事例４）

( ) 水上オートバイと遊泳者との衝突 ……２件（事例５、 ）5 11

（ 、 、 、 ）( ) 水上オートバイと岸壁等との衝突 ……４件 事例３ ６ ７6 10

つまり、

・ 静止している相手に衝突したもの

……７件（事例３、４、５、６、７、 、 ）10 11

・ 動いている相手に衝突したもの

……５件（事例１、２、８、９、 ）12

となっています。

ここでわかることをまとめると次のようになります。

まとめ

・ 静止しているものにも注意を払う必要があること

・ 岸壁等構造物に接近し過ぎないようにすること
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２ 死傷等による分類

死亡者があったもの ……４件（事例１、２、３、７）

（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ）負傷者があったもの ……９件 事例４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

このうち、

同一事件で死亡者と負傷者があるもの ……１件（事例７）

また、

( ) 船長が死傷したもの ……２件（事例６、８）1

( ) 船長と同乗者が死傷したもの ……３件（事例７、 、 ）2 10 12

( ) 同乗者が死傷したもの ……４件（事例１、２、３、９）3

( ) 遊泳者等が死傷したもの ……３件（事例４、５、 ）4 11

となっています。

ここでわかることをまとめると次のようになります。

まとめ

・ スピードの出し過ぎが死傷につながっていること

・ 船体構造上、身体を防御するものがないこと

・ 無資格者が操縦していたこと

・ 同乗者が死傷する場合が多いこと
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３ 原因による分類

( ) 見張り不十分が原因となっているもののうち、見張りをすべき対象別で1

は次のとおりとなっています。

・ 水上オートバイ ……２件（事例８、 ）12

・ 水上オートバイが曳航しているもの ……３件（事例１、２、９）

・ 遊泳者等 ……３件（事例４、５、 ）11

( ) 針路選定不適切 ……１件（事例３）2

( ) 無資格の同乗者が操縦（操縦不適切） ……３件（事例６、７、 ）3 10

( ) 船間距離不十分 ……２件（事例８、 ）4 12

ここでわかることをまとめると次のようになります。

まとめ

・ 他の水上オートバイやモーターボートだけでなく、

曳航されているものや遊泳者にも注意すること

・ 無資格者には操縦をさせないこと
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４ 結論

以上のことから、次のような点に留意して水上オートバイの安全な運航に当

たるよう心がけてください。

安全運航のための留意点

・ 曳航されているものや遊泳者に注意すること

・ 無資格者には操縦させないこと

・ 岸壁等をできるだけ離して航走すること

・ 水上オートバイに関連する海難・事故は、

特に死傷を伴うことが多いこと

なお、

水上オートバイの特性として、高速力（時速

ｷﾛﾒｰﾄﾙで１秒間に約 ﾒｰﾄﾙ航走する）のと100 28

き、判断して操作する時間が短いこと、スロッ

トルレバーを放すとすぐに停止する及び低速力

では旋回が容易でないことが挙げられるので、

注意する必要があります。
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水上オートバイ海難発生のメカニズム

水上オートバイ

ò
航走 他の水上オートバイ、遊泳者及び岸壁等を認識・予想できる状況である

・他の水上オートバイ等を認めていた

・付近に遊泳者を認めていた

・周囲の岸壁等の構造物を認めていた

認知 他の水上オートバイ、遊泳者及び岸壁等を発見できず

見張り不十分 スピードの出し過ぎ 周囲の岸壁等に留意不十分

・航走に夢中 ・遊泳者発見の遅れを ・航走に夢中

・他の水上オートバイ 生ずる ・無資格者に操縦を教える

のみに気を取られ曳 ・発見後の措置の時間 ことに夢中

航されているものに 不足を生ずる ・接近し過ぎ

注意が向いていない

判断 な し

操作 な し

危険な状態 事故発生まで認知せず 認知したが回避措置不可能

の認知時期

水上オートバイ、遊泳者及び岸壁等に接触
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